
23

キ
ャ
リ
ア
ア
ッ
プ
講
座

▼
と
き　

６
月
25
日
（
水
）
〜
７

月
31
日
（
木
）

　

午
前
10
時
〜
午
後
４
時

　
（
毎
週
火
曜
か
ら
金
曜
の
祝
日

を
除
く
22
日
間
）

▼
と
こ
ろ　

ウ
ィ
ズ
セ
ン
タ
ー
、

西
日
本
電
子
計
算
学
院
第
１
ビ
ル

▼
応
募
資
格　

再
就
職
、
起
業
、

転
職
、
社
会
貢
献
、
Ｎ
Ｐ
Ｏ
な

ど
に
チ
ャ
レ
ン
ジ
し
た
い
女
性

で
全
期
間
出
席
で
き
る
方

▼
受
講
料　

無
料
（
教
材
費
は
実

費
負
担
に
な
り
ま
す
。）

▼
定
員　

28
名
（
選
考
に
よ
り
決

定
し
ま
す
）

▼
申
込
受
付　

平
成
20
年
６
月
３

日
（
火
）
〜
６
月
６
日
（
金
）

午
前
10
時
〜
午
後
４
時

　

ウ
ィ
ズ
セ
ン
タ
ー
へ
本
人
が
来

所
の
う
え
お
申
込
み
く
だ
さ
い
。

▼
お
問
い
合
わ
せ　

岡
山
県
男
女

共
同
参
画
推
進
セ
ン
タ
ー
（
ウ

ィ
ズ
セ
ン
タ
ー
）
就
業
相
談
窓

口　

☎
０
８
６
‐
２
３
５
‐
３

３
０
９

バ
ド
ミ
ン
ト
ン
参
加
者
募
集

【
第
７
回
町
民
バ
ド
ミ
ン
ト
ン
大
会
】

▼
と
き　

５
月
25
日
（
日
）

　

午
前
８
時
30
分
〜
受
付

▼
と
こ
ろ　

鏡
野
町
文
化
ス
ポ
ー

ツ
セ
ン
タ
ー

▼
種
目　

ダ
ブ
ル
ス　

小
学
生
の

部
、
中
学
生
の
部
、
一
般
の
部

（
男
・
女
）
※
参
加
人
数
に
よ
り
変
更
あ
り

▼
参
加
資
格　

ペ
ア
の
内
、
１
名

以
上
が
町
内
在
住
ま
た
は
在
勤
者

▼
参
加
料

　

町
内
在
住
ま
た
は
在
勤
者　

５

０
０
円

　

そ
れ
以
外
の
方　

８
０
０
円

（
小
、
中
学
生
は
無
料
）

▼
申
込
み
期
限　

５
月
14
日（
水
）

▼
申
込
み
先　

鏡
野
町
文
化
ス
ポ

ー
ツ
セ
ン
タ
ー
（
参
加
申
込
書

は
文
化
ス
ポ
ー
ツ
セ
ン
タ
ー
に

あ
り
ま
す
）

【
町
体
協
バ
ド
ミ
ン
ト
ン
部
員
】

▼
対
象　

町
内
在
住
ま
た
は
在
勤
者

▼
登
録
料　

無
料

▼
練
習　

週
２
回
程
度

※
貸
し
ラ
ケ
ッ
ト
が
あ
り
ま
す
の

で
、
初
心
者
の
方
も
ぜ
ひ
ご
参

加
く
だ
さ
い
。

▼
申
込
み
先　

鏡
野
町
役
場
産
業

観
光
課　

牧
野

▼
お
問
い
合
わ
せ　

鏡
野
町
役
場

産
業
観
光
課　

牧
野　

☎
０
８

６
８
‐
５
４
‐
２
９
８
７

遊
歩
会
で
い
っ
し
ょ
に
歩
き
ま

し
ょ
う
！

☆
遊
歩
会
は
、
健
康
づ
く
り
の
た

め
に
毎
月
１
回
ウ
ォ
ー
キ
ン
グ

を
楽
し
ん
で
い
る
自
主
的
な
会

で
す
。
皆
さ
ん
も
一
緒
に
歩
い

て
み
ま
せ
ん
か
？

▼
５
月
の
コ
ー
ス　

鏡
野
地
域
越

畑
ウ
ォ
ー
キ
ン
グ（
約
８
ｋ
ｍ
）

▼
と
き　

５
月
４
日
（
日
）

　

午
前
９
時
30
分
〜
午
後
１
時

▼
集
合
場
所　

越
畑
ふ
る
さ
と
村

駐
車
場

※
５
月
18
日
か
ら
５
月
４
日
に
変

更
と
な
っ
て
お
り
ま
す
の
で
ご

注
意
く
だ
さ
い
。

※
当
日
朝
７
時
に
警
報
が
発
令
さ

れ
た
場
合
は
、
中
止
と
な
り
ま
す
。

▼
お
問
い
合
わ
せ　

遊
歩
会
代
表

水
島　

☎
０
８
６
８
‐
５
６
‐

０
５
２
３
ま
た
は
鏡
野
町
役
場

産
業
観
光
課　

☎
０
８
６
８
‐

５
４
‐
２
９
８
７

奥
津
温
泉
「
花
美
人
の
里
」
臨

時
休
業
の
お
知
ら
せ

☆
社
員
研
修
の
た
め
臨
時
休
業
し

ま
す
。
ご
迷
惑
を
お
か
け
い
た

し
ま
す
。

▼
臨
時
休
業
日　

５
月
28
日（
水
）

※
Ｐ
22　

く
ら
し
の
情
報

　

役
場
の
電
話
番
号　

財
政
課

【
誤
】（
０
８
６
８
）
５
４
‐
２
９
８
８

　
　
　
　

←

【
正
】（
０
８
６
８
）
５
４
‐
２
７
８
０

◆石綿による疾病の補償・救済について
　石綿を吸い込んだことにより発症する中皮腫や肺がんなどの疾病は、石綿を吸い込んでから発症するまで
に非常に長い期間がかかることから、労働者の方が仕事により石綿を吸い込み病気になっても、病気の原因
が仕事にあったことを、医師も本人も気づきにくかったという状況がありました。
　この結果、労働者の遺族の方の中には、労災保険給付を請求する権利を時効により失っている方もいます。
　このようなことから、平成18年3月27日に「石綿による健康被害の救済に関する法律」（以下「石綿救済法」
といいます。）が施行され、平成13年3月26日以前に石綿による疾病を発症し、死亡した労働者の遺族で、労
災保険法の遺族補償給付を受ける権利が時効により消滅した方に対しては特別遺族給付金が支給されて
います。
　この特別遺族給付金は、石綿救済法施行後3年以内に請求しなければならず、平成21年3月27日が請求
期限となっており、それ以降は請求することができませんのでご注意ください。
◆各種制度のお問い合わせ先
●特別遺族給付金や労災保険制度について
○岡山労働局労災補償課
　岡山市下石井1-4-1岡山第2合同庁舎　☎086-225-2019
　ホームページ　http://www.okayama.plb.gp.jp/topics/topics223.html
○津山労働基準監督署
　津山市山下9-6津山労働総合庁舎　☎0868-22-7157
●特別遺族給付金や労災保険の対象とならない方への救済給付
　独立行政法人環境再生保全機構（0120-389-931）

催
し
物

お
知
ら
せ

～特別遺族給付金の請求に関する大切なお知らせ～

※
Ｐ
17　

記
録
Ｂ
Ｏ
Ｘ　

第
３
回
鏡
野

　

町
民
ス
キ
ー
大
会　

ア
ル
ペ
ン
女
子 

　

小
学
校
低
学
年
の
部 

準
優
勝

【
誤
】
小
椋　

愛
華
さ
ん

　
　
　
　

←

【
正
】
小
椋　

優
華
さ
ん

　
「
広
報
か
が
み
の
」
２
０
０
８
年
４

月
号
に
つ
い
て
、
以
下
の
誤
り
が
あ
り

ま
し
た
。
お
詫
び
し
て
訂
正
い
た
し
ま

す
。

※
Ｐ
２　

新
設
す
る
室
及
び
課

　

財
政
課

４
月
号
の
訂
正
に
つ
い
て


